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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年３月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２４年１１月１６日 １９時４０分ごろ 

発生場所 明石海峡東部の明石海峡航路東方灯浮標  

兵庫県所在の明石海峡大橋橋梁灯（Ｃ１灯）から真方位１２３°  

３.７海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°３５.０′ 東経１３５°０４.９′） 

事故調査の経過 平成２４年１２月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官(神

戸事務所)ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

砂利運搬船 大豊
たいほう

丸、４９８トン 

 １３４５９６、古川海運有限会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設

整備支援機構 

 ７２.１８ｍ×１２.７０ｍ×７.２５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,６１８kＷ、平成７年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５３歳 

四級海技士(航海) 

  免 許 年 月 日 平成１０年９月８日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１９年１０月１２日 

  免状有効期間満了日 平成２５年９月７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷船首部の海面上約２ｍ及び約８ｍの所に擦過傷 

灯浮標 防護枠及び踊り場に曲損、太陽電池モジュールに損傷、マー

キング装置１本が折損   

 事故の経過 本船は、船長ほか４人が乗り組み、兵庫県姫路市姫路港広畑区を出

港して阪神港尼崎西宮芦屋区に向かい、船長が、出港操船に続いて船

橋当直に就き、明石海峡航路西方灯浮標の南方を通過したのち、平成

２４年１１月１６日１９時０５分ごろ明石海峡航路の西口に入航し

た。 

船長は、手動操舵に就き、操舵室左舷側にあるレーダー及びＧＰＳ

プロッターを使用し、約１０.５ノット（kn）の対地速力で明石海峡

航路の各中央灯浮標寄りを同航路に沿って航行を行い、１９時３０分

ごろ明石海峡航路中央第３号灯浮標（以下「中央第３号灯浮標」とい
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う。）を左舷正横０.１Ｍ付近に見て同航路を出航したとき、船首方に

明石海峡航路東方灯浮標（以下「東方灯浮標」という。）の白色灯光

を確認し、同灯浮標を左舷に見て通過できる針路に設定して自動操舵

により東南東進した。 

船長は、目視及び１.５Ｍレンジとしたレーダーにより見張りを行

い、中央第３号灯浮標及び東方灯浮標の中間付近に差し掛かった頃、

本船に乗船したばかりの乗組員が昇橋し、尼崎西宮芦屋区での予定錨

地のことなどを教えてほしいと言われたので、周囲に接近しそうな他

船がいないことを確認したのち、ＧＰＳプロッターの画面に同区付近

の地図を表示し、同プロッターを操作しながら同錨地までの距離及び

到着予定時刻、同錨地の状況などの説明を始めた。 

本船は、船長が乗組員に説明している間、風速約７～８m/s の南

風と波高約１ｍの南からの波浪を右舷側に受けて左方に圧流されてい

たが、船長は東方灯浮標に向けて航行していることに気付かなかっ

た。 

船長は、正船首少し左方至近に東方灯浮標の白光が見えたので、右

舵を取って同灯浮標との衝突を避けようとしたが、１９時４０分ごろ

本船の左舷船首部と同灯浮標とが衝突した。 

船長は、東方灯浮標の状況を確認していたところ、海上保安庁大阪

湾海上交通センターからＶＨＦ無線電話によって喚呼されたので、東

方灯浮標に衝突したことを通報した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約７～８m/s、視界 良好 

海象：波浪 南、波高 約１ｍ、潮汐 高潮時 

潮流（明石海峡） 

転流時刻１９時２３分 

最強時刻２１時２９分 西北西流３.１kn 

 その他の事項 船長は、約３０年の乗船経験があり、本船には約４年前に乗船して

約１年前から船長職に就いており、本船で何度も夜間に明石海峡を航

行したことがあった。 

船長は、大阪湾海上交通センターが明石海峡西部に設定した位置通

報ラインを通過したとき、ＶＨＦ無線電話で同センターに位置通報を

行った。 

東方灯浮標は、灯質が８秒周期のモールス符号Ａの白光及び光達距

離が６Ｍとなっており、直径約６ｍの円柱形の標体（浮体）上にやぐ

らが設置され、やぐら頂部の海面上約８ｍの所に灯器が設置されてい

た。 

本船は、本事故当時、空船であり、出港時の喫水が船首約１.８５

ｍ及び船尾約３.１５ｍであった。 

分析 

乗組員等の関与 

 

あり 
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船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

本船は、明石海峡航路東口を出航して東南東進中、船長が、ＧＰＳ

プロッターを操作しながら乗組員に錨地の状況などを説明することに

注意を向け、見張りを適切に行っていなかったことから、風速約７～

８m/s の南風及び波高約１ｍの南からの波浪を右舷側に受けて左方に

圧流され、東方灯浮標に向けて航行していることに気付かず、東方灯

浮標と衝突したものと考えられる。 

船長は、ＧＰＳプロッターを操作していたものの、ＧＰＳプロッ

ターの画面に尼崎西宮芦屋区付近の地図を表示していたことから、本

船が東方灯浮標に向けて航行していることに気付かなかったものと考

えられる。 

原因 

  

本事故は、夜間、本船が、明石海峡航路東口を出航して東南東進

中、船長が、ＧＰＳプロッターを操作しながら乗組員に錨地の状況な

どを説明することに注意を向け、見張りを適切に行っていなかったた

め、風速約７～８m/s の南風と波高約１ｍの南からの波浪を右舷側に

受けて左方に圧流され、東方灯浮標に向けて航行していることに気付

かず、東方灯浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、ＧＰＳプロッターなどの航海計器を操作するとき

には、できる限り短時間で行うこと。 

・風、波浪及び潮流による圧流を考慮した針路を設定すること。 

 




